
宜野湾市商工会職員(経営指導員・補助員等)採用試験実施要領 

 

宜野湾市商工会は、設立 51 年目を迎えますが、会員支援力の強化及び地域経済の活性

化に貢献するため、令和 8 年 4 月に「宜野湾商工会議所」を設立します。今回の職員採用

は、組織体制強化のための増員募集となります。 

 

１．募集職種及び人数 

  一般職員(総務部)  2名 

 

 

２．採用予定年月日  随時 

 

 

３．応募要件(受験資格)及び応募方法等 

（１）経営指導員の応募要件(受験資格)下記の１）～３）の要件をすべて満たすもの 

１）高校卒業以上のもので次の①～⑤の一に該当する者 

①大学卒業者で最近５年のうち２年以上の実務経験を有する者 

②短大卒業者で最近５年のうち３年以上の実務経験を有する者 

③高校卒業者で最近５年のうち３年以上の実務経験を有する者 

④上記以外で最近７年のうち５年以上の実務経験を有する者 

⑤公認会計士、税理士又は中小企業診断士の資格を有する者 

  ２）普通自動車免許所有者 

  ３）パソコン(ワード、エクセル、メール等)基本的操作ができる方 

※ 実務経験とは、公務員、民間企業等における経験を含む 

 

（３）申込期間及び応募書類、申込方法等 

申込期間 随時 

申込方法 ① エントリーシート【指定様式】(最近 3 カ月以内に撮影した写真を

添付)を宜野湾市商工会事業企画課宛、郵送または持参してくださ

い。 

② 小論文を提出して下さい。（テーマは下記から選択） 

・商工会議所と商工会の違い 

・魅力ある宜野湾市を創るには 

※800字以上 1,200字以内 

その他 ① 受付時に提出された応募書類(エントリーシート【指定様式】及び

小論文は返却しません。 

② 不合格者の応募書類について、採用試験及び採用にかかる事務終了

後、本会において適正に処理(破棄)します。 

③ 応募書類の記載事項に虚偽、錯誤又は脱漏がある場合、採用を取り

消す場合があります。 

 

 



４．試験日程及び試験会場 

試験種目 試験日時・試験会場 内  容 受験対象者 

書類選考 随時 
応募要件確認及び記載

内容で判断 
①応募者全員 

個別面談 
随時 

宜野湾市商工会 
面接試験（1人 30分） ①書類選考合格者 

※補助員等とは、補助員、記帳専任職員、記帳指導員、一般職員 

 

 

５．合格者の決定方法 

試験種目 決定方法 

書類選考 

エントリーシート【履歴書兼職務経歴書】により、応募要件の確認及び記

載内容を総合的に判断し決定する。 

 

小論文試験の採点基準に基づき採点、得点で上位者より決定する。 

個別面談 個人面接試験による総合的に人物評価で上位者より決定する。 

 

 

６．採用試験合否通知及び発表 

試験種目 決定方法 

書類選考結果 
受付後、5 日以内に合格者へメールにて送信予定、併せて、個別面談案

内を送付する。不合格者へは連絡いたしません。 

個別面談結果 

個別面談終了後、3日以内にメールにて送信予定 

また、本会ホームページ上にて、合格者の受験番号を掲載する（公表

時間は変更になる場合があります） 不合格者へは連絡いたしません。 

 

 

７．勤務場所 

  宜野湾市商工会（宜野湾市真志喜 1-11-11） 

 

８.業務内容 

  主に宜野湾商工会議所設立準備室業務及び宜野湾市商工会地域振興事業等 

 

 

 

  



９．待遇等(宜野湾市商工会の規程等による) 

（１）給与 

（経営指導員の資格有り） 

・月給制 220,000円～(職歴などに応じて算出) 

（経営指導員の資格無し） 

・月給制 183,500円～(職歴などに応じて算出) 

（２）昇給 年 1回 

（３）諸手当 扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当 

（４）賞与 期末手当(6月、12月)※令和 6年実績 年 4.40月分 

（５）退職金 退職金制度あり 

（６）休暇 有給(年 20日)、夏季(年 5日)、特別、慶弔等 

（７）休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、慰霊の日 

（８）勤務時間 8時 30分～17時 15分(休憩時間 45分含む)、休日勤務有り 

（９）加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

（10）試用期間 採用の日から 90日間。試用期間の中の待遇は上記と変更なし。 

※商工会補助対象職員の場合は、現在の給与格付けにて処遇致します。 

 

 

10．個人情報の取扱い 

 本試験の実施に際して収集した個人情報について、次の目的以外に使用しません。 

 （１）採用試験及び採用に関する事務に利用します。 

 （２）個人が特定できないよう処理したうえで、今後の募集活動のための資料とします。 

 

 

11．その他(業務に必要な資格) 

 業務に簿記 3 級程度の能力が必要となるため、資格を有しない方は採用後、資格を取得

して頂きます。 

 

 

12．問い合わせ先 

  宜野湾市商工会 事業企画課宛（担当者：大城 盛治） 

〒901-2224 宜野湾市真志喜 1-11-11 電話 098-897-0111 FAX098-897-9467 

https://www.ginowan.or.jp/ 

 


